通所リハビリテーション重要事項説明

1. 牛尾医院デイケアの概要
（1） 提供出来るサービスの種類と地域
	名　　称
	牛尾医院　亀の甲クリニック

	所在地
	山口県下関市長府亀の甲１丁目２－１

	サービス
	通所リハビリテーション

	提供地域
	長府圏域



（2） デイケア担当の職員体制
	職　　種
	資　　格
	
	業務内容

	管理者
	医師
	1名
	管理

	医師
	医　　師
	１名以上
(常勤1名以上)
	医療

	機能訓練
	看護師
	2名以上
(常勤1名以上)
(非常勤１名以上)
	機能訓練

	看護職


栄養管理
	看 護 師


管理栄養士
	2名以上
[bookmark: _Hlk216965369](常勤1名以上)
(非常勤１名以上)
１名
(常勤1名以上)
	看護・介護
送　　迎

栄養管理



（3） 営業日及び時間
毎週木曜日
　　　　（但し祭日、及び休業日　8月14日～8月16日と12月30日～1月3日を除く）
実施時間　　　　木曜日　　９：００～１３：０５

（4） 利用定員
　　　　１０名　　　　（要支援の定員を含む）
2. サービス内容
（1） 送迎
送迎いたします。お迎えの時間については事前に連絡いたします。
（2） 入浴
入浴希望の方は契約となります。

（3） 食事
管理栄養士がご利用者様に合わせたお食事をご用意いたします。
嗜好や食事形態はできるだけ希望を伺います。
（4） リハビリテーション
心身機能の維持・回復を目的に、ご利用者様に適した訓練プログラムを看護師が
評価・作成・実施します。

（5） レクリエーション
気分転換や社交の場を提供し、楽しくご参加頂けるレクリエーションの実施により、
活性化をはかります。
（6） 季節行事
毎月の誕生会や季節の行事を通じて季節感を積極的に促し、また、ご利用者様相互の親睦を
深めて頂きます。
（7） 健康管理
サービス提供開始時及び入浴前に体温、血圧等の測定や問診を通じ、医師・看護師が日々の
健康を管理致します。
（8） 事故・緊急時の医療対応
容体が急変された場合には、主治医の指示のもと当医院の医師・看護師が治療にあたります。
（9） 感染症や災害の発生時に継続的にサービスが提供できる体制を整えています。


3. 利用料
　　　利用料は、法定代理受領サービスに関わる利用料、法定代理受領分以外は徴収が認められているものに限り実費とする。（食費　700円）(キャンセル料　1000円)
　　　(紙パンツ代　125円)　(マスク代10円)


4. お支払方法
　月末一括のお支払いをお願いします。お支払い頂きますと領収書を発行致します。
　原則として、デイケア職員は金銭のお預かりを致しません。ご利用者様ご本人の管理に問題が
ある場合には、ご家族様によるお支払い等をご検討下さい。　

5. サービスの終了方法
（1）　ご利用者様の都合でサービスを終了される場合
　　　 サービスの終了を希望する日の１週間前までに、文書でお申し出ください。
（2）　当事業所の都合でサービスを終了する場合
　　　 人員不足等、やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。
　　　 その場合は、終了１ヶ月前までに、文書にて通知致します。
（3）　自動終了
　　　　以下の場合には、双方の通知がなくても、自動的に終了します。
　　　　◆ご利用者様が、介護保険施設にご入所された場合
　◆認定区分が、要介護と認定された場合
　　　　◆ご利用者様がお亡くなりになられた場合

（4）　その他
　　　　◆当医院が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者様並びにご家族様等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合には、ご利用者様は文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了することができます。
[bookmark: _Hlk213425907]　　　　◆ご利用者様のサービス利用料金のお支払いが滞り、料金をお支払い頂くように催告した日より２週間以内にお支払い頂けない場合、ご利用者様に正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返された場合、またはご利用者様のご入院もしくはご病気等によって、１ヶ月以上にわたってサービスがご利用頂けない状態であることが明らかになった場合、ご利用者様またはご家族様が、当医院やサービス従業者または他のご利用者様に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行われた場合には、文書で通知することにより、即座に契約を終了させて頂く場合がございます。


6. 事業の目的及び運営の方針
◆通所リハビリテーション事業は、要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、自立した
日常生活を営むことが出来るよう必要なリハビリテーションを行うことが出来るよう必要なリハ
ビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の回復を図ることを目的とし、その
サービスを提供する。又利用者ひとりひとりに応じた栄養マネジメントを実施し、健康維持に
努める。
[bookmark: _Hlk213426068]　　   ◆私達は、ご利用者様が１日でも永く、ご自宅や住み慣れた地域社会でお過ごしになれます　　様、居宅療養生活のお手伝いをさせて頂きます。ご自宅までの送迎、充実したリハビリテーション等をご用意することで、ご利用者様の心身機能の維持改善、並びにご家族様への安心をご提供致します。



7.その他運営についての留意事項
◆個人情報及び秘密保持については事業者及び事業者のサービス従業者は、サービスを提供　する上で知り得たご利用者様又はそのご家族様に関する個人情報を生命・身体に危険がある場合を除いて、契約中及び契約後に第三者に漏らすことはありません。
◆写真を掲示したり、ホームページに掲載することもありますが、その時はお声かけいたします。
◆ご利用者様の尊厳を守り人格を尊重し、虐待の防止・早期発見に加え、発生時再発を防止するための措置を講じています。
　・虐待防止に係る責任者を選定します。担当責任者：看護師：室　希世子
・虐待の防止するための従業者に対する研修を年1回以上実施します。
・虐待の防止のための指針を整備します。
　　・虐待防止のための対策を検討する委員会を年４回開催します。
　　また事業所は、虐待または虐待を疑われる事案が発生した場合は、速やかに市へ通報します。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を整えています。


◆相談や苦情に対する窓口を設けご利用者様の意見を聞き、改善向上に努めます。
相談・苦情の窓口　
	牛尾医院亀の甲クリニック　　　　　担当者　梅崎　祐子

	下関市長府亀の甲１丁目２－１
連絡先電話　　　０８３－２４５－２１５１

	国保連合会　苦情相談専用電話

	山口市朝日１９８０－７
　　連絡先電話　　　０８３－９９５－１０１０

	下関市役所福祉部　介護保険課事業者係

	下関市南部町１－１　
　　連絡先電話　　　０８３－２３１－１３７１


8.サービス利用にあたっての留意事項
利用者は診療所内では従業者の指示に従う

9.非常災害対策
非常災害に際して具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等、対策の万全を期す。
休業する場合は、２時間前までに連絡いたします。判断基準③以上


規定に定める事項以外、運営に関する重要事項は管理者の定めるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人　牛尾医院亀の甲クリニック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市長府亀の甲１丁目２－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０８３－２４５－２１５１　　　　　
